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地震による被害状況等（1月 23日（火）公表分） 

 

【被害状況】（1月 23日（火）11時現在） 

 １ 人的被害 

   重傷 1件 

   軽傷 5件 

 

２ 建物被害   

※ 精査中 

 

３ 公共施設被害  

※ 精査中 

  

４ 文教施設被害 

 ※ 精査中 

 

５ 道路被害等 

   〇市道被害：200件（ブロック塀の市道への崩落等の軽微な被害を含む） 

   〇現在の国道、県道の交通規制継続箇所 

 主な路線名（場所） 主な被害状況 規制の状況 今後の見通し 

国 

道 

国道 8号 

（茶屋ヶ原地先） 
・法面崩落 ・全面通行止め 

・令和６年２

月中旬まで

に解除見込

み 

（国の記者発

表資料参照） 

県 

道 

上越安塚柏崎線 

（大島区板山地内） 
・道路崩落 ・全面通行止め 

・復旧見込み 

 未定 
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 ６ 農林水産被害 

   農業施設等：47件 

   水産施設：  4件 

 主な施設等 主な被害状況 現在の状況 

農 

業 

農業水利施設（14件） ・用水路沈下等 ・経過観察中 

・融雪後、対応 

予定 農地（5件） ・農地法面崩落等 

農作物（10件） 

・倉庫内で積み上げられた玄米袋

等が倒壊など 

・きのこの菌床落下 

・ＪＡ及び事業

所により対応

中 

農業用施設 

（15件） 

・カントリーエレベーターや倉庫

等の天井や床、壁、柱、設備等の

破損等 

・ＪＡ等により

対応中 

農道（3件） ・農道の路面亀裂等 

・経過観察中 

・融雪後、対応 

予定 

水 

産 

名立漁港（1件） 

【県】 
・荷捌き場吊り戸の破損 

・市及び漁協に

より対応中 

有間川漁港（1件） 

【市】 
・陸側桟橋ガイドローラーの破損 

大潟漁港（2件） 

【市】 

・作業小屋の破損 

・西側防波堤天板コンクリートの

剥離及び進入路法面の崩壊 

 

７ ガス水道施設被害 

   ・ガスの配管被害   37件（ガス本管 0件 宅地内供給管 37件） 

   ・水道の配管被害  102件（水道本管 46件 宅地内給水管 56件） 

   ・水道の断水     4か所（1月 3日までに復旧済み） 

   ※ 被害箇所については対応済であり、ガスの供給及び水道の給水に支障なし 
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８ 下水道施設被害  

場所 主な被害状況 現在の状況 

五智 3丁目他地内 

・汚水管渠 Ｌ＝1,310ｍ 

（管路のたるみ、マンホール

浮上 1基） 

・一部箇所は、1月 20日に仮設ポン

プと仮設配管による応急工事が

完了 

・本復旧工事は、公共土木施設災害

復旧事業により行う。 

（汚水処理に支障は出ていない） 

下水道センター

（藤野新田地内） 

・最終沈殿池 5 池の掻寄機が

破損 

・1 月 20 日までに 3 池の修繕が完  

了 

・破損が大きい 2 池の本復旧工事

は、公共土木施設災害復旧事業に

より行う。 

（水処理に支障は出ていない） 

 

９ 港湾被害 

場所 発災時の主な被害状況 現在の状況 

直江津港 

・荷捌き地の亀裂、噴砂（鉱産品岸

壁、西 2号岸壁など） 
・県で復旧予定 

・佐渡汽船フェリーの可動橋手前の

道路及び航送待機所路面の亀裂、

陥没、噴砂 

・県で復旧予定 

※小木直江津航路は、

冬季運休中。3 月 29

日から運航再開予定 

直江津港内の漁港区 

・漁協事務所破損 
・破損のまま利用 

・漁協で修繕予定 

・漁港施設等破損 
・破損のまま利用 

・県で復旧予定 
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【生活支援の取組状況】（1月 22日（月）17時現在） 

 

区 分 当日実績数 累計数 支援体制等 

被害家屋 

調査 

住家

（件） 
13 846 

・調査開始日：1月 3日 

・調査体制 

最大：7班、17名 
住家 

以外

（件） 

12 54 

被災建築物 

応急危険度判定（件） 
0 120 

・調査期間：1月 2日～10日 

・調査体制：1月 10日をもって 

終了 

 最大：4班、8名 

・判定結果の内訳 

赤（危  険）：37 

黄（要注意）：36 

緑（調査済）：47 

・被災建築物に関する相談を実施 

被災宅地危険度判定（件） 0 2 

・調査日：1月 2日 

・調査体制 

1組、3名 

・判定結果の内訳 

赤（危 険）：1 

黄（要注意）：1 

・被災宅地に関する相談を実施 

罹災証明書の発行（件） 35 553 

・発行開始日：1月 4日 

・窓口体制 

木田庁舎及び各総合事務所 

仮置場への災害ごみの搬入（台） 

（クリーンセンター入口付近） 
46 584 

・支援開始日：1月 5日 

・支援（搬入）期間 

令和 6年 3月 30日まで 

ブルーシートの配布 

（件）  0 150 

・支援開始日：1月 5日 

・支援体制 

 営繕室窓口にて配布 

 被害家屋調査時に配布 

応急危険度判定時に配布 

被災建築物相談時に配布 

※1 月 10 日までは上越市総合

体育館で配布 

（枚） 0 489 

※ 生活支援の取組については、休日も実施 


